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公立病院経営強化プラン
等に関する協議について
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具体的対応方針に係るこれまでの対応状況と今後の対応について

具体的対応方針の策定状況（平成30年度までに策定・協議済） 具体的対応方針の再検証要請（R2.1.17）に係る対応

公立病院
（新公立病院改革プラン策定対
象病院）

○「新公立病院改革プラン」の策定
○補足資料（県独自様式）の作成

○「自医療機関のあり方について」（県独自様式）の作成
※地域や医療機関によっては令和元年度末頃に１度協議を実施公的病院

（公的医療機関等2025プラン
策定対象病院）

○「公的医療機関等2025プラン」の策定
○補足資料（県独自様式）の作成

民間医療機関
（有床診療所含む）

○「2025年への対応方針」（県独自様式）の作成 ―

これまでの対応状況

国通知（R4.3.24）を踏まえた対応 具体的対応方針の再検証要請（R2.1.17）に係る対応

公立病院
（公立病院経営強化プラン
策定対象病院）

○「公立病院経営強化プラン」の策定
○補足資料（県独自様式）の再作成

○「自医療機関のあり方について」（県独自様式）の再作成
※再検証要請の観点も踏まえて、左記の具体的対応方針の策定、検証等を行う。公的病院

（公的医療機関等2025プラン
策定対象病院）

○「公的医療機関等2025プラン」の検証・見直し
○補足資料（県独自様式）の再作成

民間医療機関
（有床診療所含む）

○「2025年への対応方針」（県独自様式）
の検証・見直し

―

今後の対応
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令和5年度における議論の進め方について

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

地域保健医療対策協議会（地域医療構想調整会議）における議論の進め方（イメージ）

➢ 公的及び民間医療機関の具体的対応方針に関する協議
➢ 国から示された留意事項 等

各医療機関における対応方針の策定や検証、見直しに当たっての依頼事項等

【令和４年度】

➢ 地域医療構想部会において、地域医療構想に関するデータ等を踏まえた現状と課題等に関する議論、公立病院が地域で担う
役割、機能等に関する意見交換を実施

【令和５年度】

➢ 公立病院には、「公立病院経営強化プラン」について、令和４年度に実施した地域で担う役割・機能等に関する意見交換を
経て策定作業いただいた最終案等を地域医療構想部会で説明をお願いする。⇒同部会及び本会で合意を得る。

➢ 公的病院には、将来の医療需要や地域の実情等を踏まえ、検証、必要に応じた見直しを行った具体的対応方針について、地
域医療構想部会で説明をお願いする。⇒同部会（R5.8.22開催）で合意済

➢ 民間医療機関には、将来の医療需要や地域の実情等を踏まえ、具体的対応方針の検証、必要に応じた見直しを依頼し、検討
結果が地域医療に影響がある内容等であれば適宜地域医療構想部会で説明をお願いする。 ⇒同部会（R5.8.22開催）で合意
済

➢ 公立病院経営強化プランに関する協議 等

第１回
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医療ニーズの変化

医療を取り巻く現状・課題

地域医療構想を踏まえた役割分担・連携の進め方（イメージ）について

役割分担・連携の進め方イメージ例

➢ 医療施設の役割分担・連携の推進

•各医療機関の具体的対応方針の検討・更新と地域における協議

•県による地域の医療提供体制等に係るデータ整理

•群馬県地域医療介護総合確保基金による支援 など

➢ 各疾病・事業における役割分担・連携の推進

•各領域の協議会、専門部会等における具体的な議論

•各領域の医療機関や関係団体等による地域連携の推進 など
（県内の取組事例）
【遠隔医療】オンライン診療ステップアップ・プログラム（富岡保健医療圏）
【心血管疾患】運動負荷試験を使った心不全の早期診断に関する地域連携事業（前橋保健医療圏）4

高齢化
の進展

生産年齢
人口の減少

医師等の
働き方改革

マンパワーの制約

医療機関の役割分担・連携の

推進による質の高い効率的な

医療提供体制の構築が必要

A病院（例：高度・専門医療を提供する病院）

【病床】400床（高急50床、急350床）
【診療科】内、呼内、循内、消内、腎内、脳内、小、産婦、

外、脳外、呼外、心外、整形、眼、耳、救急、リハ など

B病院（例：専門性を有する病院）

【病床】150床（高急10床、急90床、回50床）
【診療科】内、外、循内、脳内、脳外、リハ など

C病院（例：地域包括ケアを支える地域に密着した病院）

【病床】100床（急30床、回70床）
【診療科】内、外、脳内、泌、整形、リハ など

D診療所

手術機能を一部移転
⇒回復期機能の強化
在宅医療機能の強化

リハビリ機能を一部移転、連携強化

循内の診療機能を一部移転
⇒脳外等のその他の専門医療
を提供する機能の強化

紹介・逆紹介等による
役割分担・連携強化

推進に向けた取組

病床の議論だけではなく、

医療施設の役割分担・連携や

各疾病・事業における役割分担・連携
等の議論が重要

介護施設
訪問看護事業所
薬局 など

B病院の専門的な医療
機能との適切な役割分担

※進め方の一例であり、役割分担・連携のあ
り方は地域の実情等を踏まえた検討が必要



➢急性期・回復期で過剰、高度急性期・慢性期で不足（2025

年の必要病床数との単純比較）

➢ICU等病床、地ケア病床、回リハ病床及びその医療提供量
は他圏域に比べて多い。（人口当たり又はSCRで比較）

診療報酬上の届出状況

※ICU等は全人口、地ケア、回リハ、在支は65歳以上人口で算出

【参考】沼田保健医療圏の概況（データ整理の例）

１ 推計人口（スライド４） ２ 将来の医療需要等の推計（スライド５～８）

➢人口は既に減少局面
➢高齢者人口も2040年にかけて減少傾向だが、生産年齢人口の減少幅
が大きく高齢化率は上昇

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」
※ 2025年、2040年における増減はそれぞれ2015年と比較したもの。

➢全体の入院需要は2030年頃でピークアウト

➢呼吸器系の疾患を除き、2015年から2040年
にかけて、入院需要は減少

➢妊娠、分娩、周産期に係る疾患について、
2015年から2040年にかけて、50％程度の減

３ 医療機能（スライド９～２０）

４ 患者の受療動向及び診療領域ごとの状況等（スライド２１～１３９）

➢自圏域の自足率が高い。
➢入院患者（DPCデータ）は脳卒中、心疾患は沼田脳外に集中している傾向があり、それ以外は利根中が中心となって患者を受け入れている。なお、が
んにおいては沼田も受入れが多い。

2015 2025 2040

人口 83,407 71,843(14%減) 55,350(34%減)

うち65歳以上 27,092 28,023( 3%増) 25,160( 7%減)

うち75歳以上 14,784 16,054( 9%増) 16,083( 9%増)

高齢化率 32.5％ 39.0％ 45.5％

種別 届出状況
人口１万人あたりの

施設数（※）
内訳

ICU等 12床 1.58 利根中央１２

地ケア 179床 63.73
内田２０、群馬パース３２、上牧温泉３０、

利根中央４２，沼田５５

回リハ 123床 43.79 内田５０、利根中央３３、月夜野４０

在支 8機関 1.95 支援病2、在後病1、支援診５

領域 圏域内における状況

がん

• 将来の医療需要は2025年頃までほぼ横ばいで、その後減少傾向。
• 入院患者の自足率は52.8％で、前橋に12.4％、渋川に34.8％の流出がみられる。
• 利根中、沼田では、呼吸器系、消化器系を中心に受け入れている。
• 流出先の前橋、渋川では幅広いがんに対応している。

脳卒中

• 将来の医療需要は2030年頃にかけて約5％増加するが、その後減少傾向。
• 入院患者の自足率は72.7％で、吾妻に20％程度入院患者が流出している一方、救急搬送を契機とした入院の自足率は81.3％と高く

なる。
• 救急搬送を契機とした入院の流入率は45.8％と高く、主に吾妻、渋川から流入している。
• 沼田脳外で実績が多く、入院患者への対応は、特定の病院に集中している傾向。

心疾患

• 将来の医療需要は2030年頃にかけて約6％増加するが、その後減少傾向。
• 入院患者の自足率は84.6％、救急搬送を契機とした入院の自足率は93.3％と高い。
• 救急搬送を契機とした入院の流入率は33.3％で、主に吾妻、渋川から流入している。
• 入院患者への対応は、沼田脳外を中心に受け入れており、心筋梗塞や狭心症の入院患者への対応は沼田脳外、利根中で、心不全は比

較的幅広い病院で対応している。

肺炎

• 将来の医療需要は2030年頃にかけて約12％増加するが、その後減少傾向。
• 入院患者の自足率は100％で、他圏域からの流入率は5.3％となり、他疾患と比較すると流入率は低い傾向。
• 入院患者への対応は、利根中を中心に幅広い病院で対応している。

骨折

• 将来の医療需要は2030年頃にかけて約4％増加するが、その後減少傾向。
• 入院患者の自足率は95.9％と高く、他圏域からの流入率は11.4％。
• 入院患者への対応は、利根中を中心に幅広い病院で対応している。

〔全疾患〕入院医療需要の推計結果 平成２７年（２０１５年）を１００とした時の主な疾患の医療需要の増加率の推計

5

5

専
門
的
な
治
療
が
求
め
ら
れ
る
領
域

総
合
的
な
診
療
が
求
め
ら
れ
る
領
域

※ 個別病院の入院患者の受入れ状況はDPCデータに基づく
もので、DPC対象施設の急性期医療を中心とした記載

利根沼田地域保健医療対策協議会病院等機能部会（R4.10.12）資料



医療機関からの説明

➢ 対象医療機関
• 〇〇〇〇〇病院

主な説明の観点 ※説明用資料はスライド2でお示しした資料

➢ 将来の医療需要等を見据えた以下の現状と今後の方向性

• 施設としての役割・機能（高度・専門医療を提供する役割・機能、地域包括ケアシステムを支える役割・機能 等）

• 病床機能・病床数

• がん、脳卒中、心血管疾患、救急など診療領域ごとの役割分担・連携
※ 国による再検証に係る分析の観点（「自医療機関のあり方について」）も踏まえ説明

具体的対応方針に係る説明について

具体的対応方針に関する協議について ＜参考＞

地域医療構想部会における協議の観点について

➢ 具体的対応方針が将来の医療需要や地域の役割分担・連携等を踏まえた内容となっているか。

➢ その上で、今後、地域で不足する機能やさらなる役割分担・連携が必要な領域等はないか。

6

R4.10.〇〇開催の地域医療構想部会について
➢ 将来の医療需要や地域の医療提供体制等を踏まえ、公立病院が担う役

割・機能等について意見交換いただいた。
【意見交換結果（概要）】
➢ 〇〇〇〇〇病院が現状において担う役割・機能等について異議等は出

なかった。



公立・公的医療機関に係る具体的対応方針①

高度急

性期
急性期 回復期 慢性期

休棟

中等

高度急

性期
急性期 回復期 慢性期

高度急

性期
急性期 回復期 慢性期

休棟

中等
がん 脳卒中

心血管

疾患
糖尿病

精神

疾患

在宅

医療
救急 災害 へき地 周産期 小児 がん 脳卒中

心血管

疾患
糖尿病

精神

疾患

在宅

医療
救急 災害 へき地 周産期 小児

独立行政法人国立病

院機構沼田病院

公

的
175 106 55 14 106 51 55 69 ▲ 69 ▲ 55 ▲14 20 ◯ ○ ○ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ○ ○ ◯ ◯ ◯

※今後変更の予定があるセルは青色に着色。

※利根沼田地域保健医療対策協議会病院等機能部会（R5.8.22開催）において検討・更新後の具体的対応方針を協議し合意済。

合計

廃止

介護保

険施設

等への

移行

合計

・地域的特徴として、独居・高齢家族が多く、入院の長期化・在宅での自立を望む

患者が多いことから地域包括ケア病棟として２０１６年６月に既に対応済み。

・当院では、急性期患者の受入の他に、急性期医療機関から回復期への受入、院内

急性期から回復期への転床、介護施設から回復期への受け入れ体制と、あらゆる病

期に対応できる病床機能を強化・確立するうえで、急性期と回復期の機能を維持す

ることとする。

・急性期患者の受入としては従来どおりの対応としたいが、昨今の構想区域内の人

口減少や高齢者の増加、２０２５年における地域構想の急性期病床の必要数を考慮

し急性期病床１１０床を５５床減らした５５床とし、患者動向に合わせ回復期患者

への対応をより手厚くできたらと考えている。

内科、呼吸器内科、循環器内

科、消化器内科、糖尿病・内分

泌内科、神経内科、外科、消化

器外科、乳腺外科、整形外科、

脳神経外科、小児科、皮膚科、

泌尿器科、婦人科、耳鼻咽喉

科、リハビリテーション科、放

射線診断科、放射線治療科、麻

酔科

１．基本情報 ２．病床について ３．医療機能について

医療機関名

現在（A） 将来（2025年）（B） 差（B-A） 2025年に向けた病床活用の見通し等

※公立：公立病院経営強化プランの概要「経営強化プラン最終年度における当該病

院の具体的な将来像」から抜粋

※公的：公的医療機関2025プラン「今後持つべき病床機能」から抜粋

診療

科目
診療科一覧

現在 将来（2025年）

合計

参考資料１



民間医療機関等に係る具体的対応方針①

１．基本情報

高度

急性

期

急性

期

回復

期

慢性

期

休棟

中等

高度

急性

期

急性

期

回復

期

慢性

期

高度

急性

期

急性

期

回復

期

慢性

期

利根保健生活協同組合

利根中央病院
253 38 140 75 253 38 140 75 34

内科、小児科、外科、整形外科、

産婦人科、眼科、脳神経外科、泌

尿器科、リハビリ科、病理診断

科、麻酔科、放射線科等

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リハビリテーショ

ン、地域包括ケア、

感染症（コロナ等）

医療法人社団 ほたか会

群馬パース病院
199 55 144 199 55 144 8

内科。外科。循環器科。リハビリ

テーション科、皮膚科、泌尿器

科、精神科、麻酔科

○ ○ ○ ○

リハビリテーショ

ン、人間ドック・生

活習慣病予防健診・

オーダーメイド基準

値健診等各種健康診

断.予防接種

○ ○ ○ ○ 透析

医療法人 大誠会

内田病院
99 49 50 99 49 50 11

内科・老年内科・小児科・肛門外

科・外科・消化器内科・循環器内

科・呼吸器内科・皮膚科・リハビ

リテーション科・麻酔科

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認知症、リハビリ

テーション
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ リハビリテーション

社会医療法人 輝城会

沼田脳神経外科循環器科

病院

84 84 84 84 19

脳神経外科、脳神経内科、脊椎・

脊髄外科、心臓血管外科、循環器

外科、循環器内科、外科、内科、

腎臓内科、消化器外科、消化器内

科、眼科、整形外科、リハビリ

テーション科、放射線課、婦人

科、リウマチ科、救急科、麻酔科

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リハビリテーショ

ン、人工透析、人間

ドック等健康診断

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上記と同様、他にリ

ハビリを充実し在宅

復帰を促進する。

医療法人 高徳会

上牧温泉病院
76 40 36 76 40 36 3

内科、整形外科、リハビリテー

ション科
○ ○ ○ ○ ○ リハビリテーション ○ ○ ○ ○ ○

リハビリテーショ

ン、人間ドック等健

康診断

医療法人 パテラ会

月夜野病院
72 32 40 72 32 40 16

内科、呼吸器内科、消化器内科、

胃腸内科、糖尿病内科、内分泌内

科、内視鏡内科、外科、肛門外

科、整形外科、脳神経外科、アレ

ルギー科、リウマチ科、皮膚科、

リハビリテーション科、眼科

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リハビリテーショ

ン、人間ドック等健

康診断

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

透析、回復期リハビ

リテーション、地域

包括ケア病床、医療

療養病棟、訪問診療

医療法人

久保産婦人科医院
11 11 11 ▲ 11 1 産婦人科 ○ ○ ○ ○ ○ ○

医療法人 順愛会

角田外科医院
19 19 19 19 6

外科、整形外科、リハビリテー

ション科、内科、内視鏡科、皮膚

科

○ ○ ○
リハビリテーショ

ン、健康診断
○ ○ ○

医療法人社団 日高会

白根クリニック
19 19 19 19 2 内科・泌尿器科 〇 〇

人工透析・健康診断

（個人・事業所・市

委託）等

〇 〇 リハビリテーション

※今後変更の予定があるセルは青色に着色。

※利根沼田地域保健医療対策協議会病院等機能部会（R5.8.22開催）において検討・更新後の具体的対応方針を協議し合意済。

医療機関名

現在（A） 将来（2025年）（B） 差（B-A）

2025年に向けた病床活用の見通し
合計 合計

廃止

介護保

険施設

等への

移行

心血

管疾

患

糖尿

病

精神

疾患

２．病床について ３．医療機能について

診

療

科

目

診療科一覧

現在 将来（2025年）

「その他」具体的内

容
救急 災害 小児

その

他

その

他

「その他」具体的内

容
がん

脳卒

中

合計

がん
脳卒

中

心血

管疾

患

在宅

医療
救急 災害

へき

地

現在の形を踏襲する見込み。

今後も人工透析医療又内科・泌尿器科診療を提供していく。

へき

地

周産

期

今後も急性期医療と慢性期医療を提供するケアミックス病院とし

て、急性期医療を終えた患者様の受入れを行い、機能回復を図

り、在宅復帰を目指すとともに、在宅復帰が困難な患者様や在宅

系施設からの紹介受入れを継続し、現在の一般病棟と地域包括ケ

ア病床、療養病棟を維持していきます。

認知症を中心とした地域の高齢者医療を担っていく。認知症の急

性増悪への対応や介護者の負担軽減(レスパイトケア)、また、認

知症以外にも、在宅や施設で療養する高齢者、障害者、難病患

者、近隣病院で急性期治療を終えた患者などの治療やリハビリ

テーション、終末期など、地域で発生する様々な医療ニーズに対

し幅広く対応できるようにし、これらの方々が住み慣れた地域で

安心して暮らせるようサポートしていく。

へき地を含んだ北毛地域における脳卒中・循環器病対策の拠点病

院となるべく、一次脳卒中センター機能や心疾患に対する専門医

療提供体制を維持する。さらに今後はハイケアユニットや脳卒中

ケアユニットの整備も視野に入れ、急性期病床のさらなる機能強

化を目指す。リハビリテーションにおいては、急性期のリハビリ

テーションはもとより訪問リハビリテーションや通所リハビリ

テーションといった在宅リハビリテーションについても引き続き

注力する。

今後も人工関節手術及びリハビリテーションを提供していくとと

もに、実質的に回復期機能を担っている療養病棟を地域包括ケア

病棟とし、リハビリテーション機能の充実、在宅や併設施設等か

らの迅速な受け入れを通して地域包括ケアシステムの一翼を担っ

ていく。

今後も地域の中核病院として救急医療の提供をしていくととも

に、救急医療を終えた患者に対するリハビリテーションを継続的

に提供する。

高度急性期から回復期までの病床を活用する。

急性期医療を中心とし地域包括ケア病棟・回復期リハビリテー

ション病棟は回復期機能として活用する。

各病棟におけるリハビリテーション機能の充実を図る。

糖尿

病

精神

疾患

在宅

医療

周産

期
小児

参考資料２



外来機能の明確化・連携について

資料２
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県内の紹介受診重点医療機関

（令和５年９月１日公表）

No. 医療圏 医療機関名

1 前橋 群馬大学医学部附属病院

2 前橋 前橋赤十字病院

3 前橋 JCHO群馬中央病院

4 前橋 群馬県済生会前橋病院

5 前橋 善衆会病院

6 前橋 県立心臓血管センター

7 渋川 渋川医療センター

8 渋川 北関東循環器病院

9 伊勢崎 伊勢崎市民病院

10 伊勢崎 伊勢崎佐波医師会病院

No. 医療圏 医療機関名

11 高崎・安中 高崎総合医療センター

12 高崎・安中 日高病院

13 藤岡 公立藤岡総合病院

14 沼田 沼田脳神経外科循環器科病院

15 桐生 桐生厚生総合病院

16 太田・館林 太田記念病院

17 太田・館林 公立館林厚生病院

18 太田・館林 県立がんセンター
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初診・再診基準 及び 紹介率・逆紹介率について

初診基準：
紹介受診重点外来の件数※

初診の外来件数
40%以上

再診基準：
紹介受診重点外来の件数※

再診の外来件数
25%以上

※紹介受診重点医療機関：以下のいずれかに該当する外来。
• 医療資源を重点的に活用する入院の前後（30日間）の外来
• 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
• 特定の領域に特化した機能を有する外来（紹介患者に対する外来等）

紹介率：
紹介患者数

初診患者数
50%以上

逆紹介率：
逆紹介患者数

初診患者数
40%以上

（出典）外来機能報告に関するガイドライン
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基準

水準

※「基準満たさない が 意向あり」の医療機関
に関する協議で活用する。





協議の方向性について

紹介受診重点医療機関となる意向

あり なし

紹
介
受
診
重
点
外
来
に
関
す
る
基
準

満
た
す

①
特別な事情がない
限り、紹介受診重
点医療機関となる
ことが想定される。

②

協議
→異議等がなければ、
紹介受診重点医療機関

にならない

満
た
さ
な
い

③

協議
→異議等がなければ、
紹介受診重点医療機関

になる

協議対象外

※既に紹介受診重
点医療機関として
公表されている医
療機関が該当した
場合は協議の場に
おいて確認する。

③基準を満たさない が 意向あり の医療機関について

⚫ 全ての医療機関について、基準や水準を活用して協議を行う。
（具体的水準：紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上）

⚫ 医療機関の説明者が、基準を満たす蓋然性やスケジュールを説明する。
→異議等がなければ該当医療機関が紹介受診重点医療機関となる。

②基準を満たす が 意向なし の医療機関について

⚫ 既に協議の場で紹介受診重点医療機関とならないことが確認されてい
る医療機関を確認する。（説明者の出席は不要）

⚫ 新規に協議対象となった医療機関に関する協議を行う。
（原則説明者が当該医療機関の意向について説明する。）

→異議等がなければ該当医療機関が紹介受診重点医療機関とならない。

①基準を満たす かつ 意向あり の医療機関について

⚫ 継続して紹介受診重点医療機関の役割を担う医療機関を確認する。
（説明者の出席は不要）

⚫ 新規に紹介受診重点医療機関となる医療機関を確認する。
（原則説明者が協議の場に出席する）

→異議等がなければ該当医療機関が紹介受診重点医療機関となる。

※すでに紹介受診重点医療機関となっている医療機関についても協議が必要。
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紹介受診重点医療機関になることで期待できる効果

【一般病床200床以上の病院】

• 紹介状のない患者等が受診する場合の定額負担の徴収の対象（例外規定あり）。

• 紹介受診重点医療機関入院診療加算（入院初日に800点）を算定できる。
（※地域医療支援病院入院診療加算(1000点)を算定する場合は上記算定不可。）

【すべての医療機関】

• 200床未満の病院又は診療所から紹介された患者に対して、

連携強化診療情報提供料（旧：診療情報提供料Ⅲ）を毎月算定できる。

• 紹介受診重点医療機関である旨の広告が可能となる。

（参考）
• 定額負担：特定機能病院、地域医療支援病院に加えて紹介受診重点医療機関も

対象病院となった。
• 連携強化診療情報提供料：紹介受診重点医療機関であれば、紹介元の医療機関に

施設基準上の規定がない。

（出典）令和４年度診療報酬改定の概要外来Ⅰ－４ 外来医療の機能分化等
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外来機能報告及び紹介受診重点医療機関に関するその他情報

• 外来機能報告の結果については、病床機能報告と同様に公開する。

• 紹介受診重点医療機関の公表日は、１日付けとする。

• 紹介受診重点医療機関の公表は県及び国のホームページ等で行う。

• 協議の場の開催状況に応じて、各都道府県で公表時期が異なることもある。

• 紹介受診重点医療機関のない二次医療圏が出来ることも考えられる。

• 特定機能病院及び地域医療支援病院のうち、紹介受診重点外来の基準を満たす病

院については、原則、紹介受診重点医療機関となることが望ましい。

• 特定機能病院及び地域医療支援病院のうち、紹介受診重点外来の基準を満たさな

い病院については、外来機能報告等のデータも活用し、本来担うべき役割を踏ま

え、地域の外来医療提供体制における当該医療機関の果たす役割等を協議の場等

で確認する。

（出典）令和４年度外来機能報告制度に関する説明会Q&A、令和５年度外来機能報告制度に関する説明会Q&A、外来機能報告に関するガイドライン
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協議対象医療機関(沼田）

①基準を満たす かつ 意向あり

医療機関名 初診基準 再診基準 意向

該当なし

初診基準（初診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）:４０％以上
再診基準（再診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）:２５％以上
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協議対象医療機関(沼田）

②基準を満たす が 意向なし

医療機関名 初診基準 再診基準 意向

該当なし

初診基準（初診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）:４０％以上
再診基準（再診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）:２５％以上
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協議対象医療機関(沼田）

③基準を満たさない が 意向あり

医療機関名 初診基準 再診基準 意向 紹介率 逆紹介率

沼田脳神経外科循環器科病院 30.0% 44.1% ○ 12.2% 28.7%

初診基準（初診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）:４０％以上
再診基準（再診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）:２５％以上
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紹介受診重点医療機関の公表に係る
令和４年度初診患者数実績について

令和６年３月１日
沼田脳神経外科循環器科病院



当院は、「医療資源を重点的に活用する外来患者」のうち、特に「高額等の医
療機器・設備を必要とする外来」の受診者が多く、令和４年度外来機能報告の
結果にて、令和５年９月に「紹介受診重点医療機関」として公表されました。

しかし、令和５年度外来機能報告における、令和４年度の当院の診療実績に
おいて、初診患者数データが、新型コロナウイルス感染症対応のため、例年と
かけ離れた大きい数となっていることから、初診における紹介受診重点医療機
関の基準を下回ってしまいました。

公表を希望する医療機関で、この基準を下回る場合、紹介率・逆紹介率の
データも参考に協議することになっておりますが、当院は紹介率・逆紹介率の
基準は満たしておりません。

一方で、令和６年１月までの令和５年度の実績で計算した場合、初診における
重点外来の割合基準を満たしている状況になっております。

当院は今後も、特に「高額等の医療機器・設備を必要とする外来」を提供して
いく所存であり、今回も引き続き、紹介受診重点医療機関として公表されること
を希望しますので、何卒、この事情を酌んでいただいたうえ、ご検討をお願い
申し上げます。



※令和４年度の初診のうち、新型コロナウイルスの検査を行った数は3,657件となっている

＊令和５年度は令和６年１月までの１０か月の数値 

令和４年度の初診患者数は、新型コロナ感染症に対する発熱外来を積極的に行ったため、
他の年度の２倍近い数になっている。なお、新型コロナウイルス感染症の患者数が落ち着
き、５類移行となった令和５年度は、例年と同様の数値に戻っている。

3,004 3,151

5,538

1,974
98 1,175

3,657

492
2,787 3,062

3,464
2,906

1,976 1,881
1,482

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度＊

沼田脳神経外科循環器科病院 初診患者数 推移
コロナ検査なし コロナ検査あり



外来機能報告における医療資源を重点的に活用する外来患者の比率の推移について
    ＊令和５年度は、令和５年４月～令和６年１月までの10か月の数値

【初診：基準４０％以上】 令和３年度 令和４年度 令和５年度＊

初診の外来患者延べ数 3,151 5,538 1,974
医療資源を重点的に活用する外来の患者延べ数 1,588 1,662 1,062
重点外来以外の延べ数 1,563 3,876 912
割合 50.4% 30.0% 53.8%

【再診：基準２５％以上】 令和３年度 令和４年度 令和５年度＊

再診の外来の患者延べ数 16,920 17,058 16,542
医療資源を重点的に活用する外来の患者延べ数 7,605 7,528 7,205
重点外来以外の延べ数 9,315 9,530 9,337
割合 44.9% 44.1% 43.6%

    ＊令和５年度は、令和５年４月～令和６年１月までの10か月の数値

令和４年度の実績（令和５年度外来機能報告値）は、新型コロナ感染症蔓延による発熱外来を積極的に実施したために初診数が例年の２倍近い数となった。

増加した初診患者の殆どが、PCR検査とその結果による投薬という診療内容のため、初診の重点外来該当割合はこの年度に限り大きく下がっている。
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